
















予算の柱①  市民生活を守り、安心して快適に暮らせる街

新規

拡充

新規

新規

新規

新規

新規
拡充 ◇事業者への支援（1,774百万円）

　

　■中小企業応援パッケージ
　　賃上げ環境の整備やエネルギー価格高騰対策を目的とした、
　ＤＸ推進や設備投資等、一定以上の賃上げや生産性向上に向
　けた取組を行う中小企業に対する支援
　　・中小企業ＤＸ推進費（１定補正628百万円）
　　・製造業省エネルギー設備導入補助金（１定補正324百万円）
　　・先端設備等導入支援補助金（１定補正389百万円）
　　・賃上げ応援補助金（１定補正145百万円）

　■子ども食堂食材費高騰対策特別支援金
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１定補正８百万円）
　　物価高の影響を受ける子ども食堂に対し食材購入費用を支援

　■食材費等物価高騰対策
　　食材費や光熱費等の物価高の影響を受けている施設に対する
　支援
　　・社会福祉施設への支援（１定補正22百万円）
　　・フリースクールへの支援（１定補正２百万円）
　　・ファミリーホームへの支援（１定補正４百万円）
　　・保育所等への支援（１定補正252百万円）
　

物価高対策　総額240億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当係長
物価高対策～　皆上係長

■公共交通確保緊急支援費（１定補正 13百万円）
　エネルギー価格高騰の影響を受けているタクシー事業者に対
し車両１台当たり１万３千円の支援金を支給

支援の内容  世帯モデル   支給額  

◇市民生活への支援（22,187百万円）

　■食料品物価高騰支援費
　　　　（４定補正7,768百万円、１定補正2,987百万円）
　　全市民に対し１人当たり５千円を現金で支給
　

　■物価高対策給付金（１定補正3,500百万円）
　　住民税非課税世帯に対し１世帯当たり１万円を現金で支給

　■物価高対応子育て応援手当（４定補正5,500百万円）
　　０～18歳の子どもがいる世帯に対し子ども１人当たり
　２万円を現金で支給
　

　■学校給食等食材費高騰対策費（１定補正2,402百万円）
　　・小学校
　　　　本来保護者が負担する食材費（年額74,200円程度）と
　　　国基準の食材費（年額57,200円程度）の差額である年間
　　　17,000円程度に国の交付金を活用し、令和８年度の保護
　　　者負担額をゼロとする支援
　　・中学校
　　　　本来保護者が負担する食材費（年額85,400円程度）の
　　　うち食材費高騰分（年額23,400円程度）に国の交付金を
　　　活用し、令和８年度の保護者負担額を令和７年度と同額
　　　の年額62,000円程度とする支援

　■地域防犯カメラ設置補助費
　　　　　　　　　　　　（１定補正30百万円）【再掲】

モデルケース（支給例）  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・　令和８年度予算では、扶助費・職員費・公債費・建設事業費の増、物価高の影響のほか、新たに生じた行政課題に対応したこと等により、事
　業費の総額が前年度を上回り、一般財源の増を加味しても、基金活用額（収支不足額）は210億円となる見込みです。
・　基金活用額（収支不足額）は前年度より減額となっておりますが、この要因としては、一般財源の増加に加え、予算編成方針時に示した「内部
　経費の徹底的な見直しと節減」、「事業の選択と集中」による各局における見直しと、事業内容などの精査によるものです。
・　しかしながら、義務的経費の増傾向は今後も続くことが見込まれるため、令和９年度末の基金残高は、アクションプランの想定額789億円を下回
　る612億円となることが見込まれます（悪化）。
・　一方、臨時財政対策債の減等により、令和９年度末の市債残高は、アクションプランの想定額１兆2,161億円を下回る１兆1,539億円となる見込
　みです（好転）。
・　今後も厳しい財政運営が続くと見込まれるため、毎年度の予算編成や予算執行の過程において、引き続き、事業手法の抜本的な見直しや再編・
　再構築、一層の事業費の精査・節減や歳入の確保等の不断の見直しを行い、将来世代に過度な負担を残さないよう基金及び市債の残高を適切に管
　理していきます。

中期財政フレーム（一般会計）
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